
■千葉司法書士会八日市場支部無料相談■　登記・法律・債務整理に関する相談に応じます。　とき● 3月 14 日（土） 午後 1時～ 5時
ところ●旭市民会館　予約受付● 3月 12 日（木）までに司法書士栗田事務所☎ 72-1336 へ電話　問合せ●中澤裕子司法書士事務所☎ 80-5015

■千葉県行政書士会東総支部無料相談会■　相続・贈与に関する書類や賃貸契約書、離婚協議書などでお困りの方は、ご相談ください。
とき●3月15日（日）午後1時30分～4時　ところ●匝瑳市市民ふれあいセンター　問合せ●スギヤマ行政書士事務所☎72-1639

（代表）0479-76-2611
FAX 76-7144

【1 階 】出 納 室 76-5415

住 民 課
76-5401
76-5405

子育て支援課 76-5412
税 務 課 76-5402
生活環境課 76-5406
都市計画課 76-5408
都市整備課 76-5407

【2 階 】総 務 課 76-2611
企画財政課 76-5409
産業経済課 76-5404
農業委員会 76-5403

【3 階 】議会事務局 76-5414

FAX 76-3186
保 健 福 祉 課 76-3185
地域包括支援センター 70-6111

FAX 76-7813
学 校 教 育 課 76-5411
生 涯 学 習 課 76-7811
プ ラ ザ 図 書 室 79-3406

多 古 こ ど も 園 76-6050
たこ・こどもルーム 76-4444

FAX 76-7021
多 古 中 央 病 院 76-2211
給 食 セ ン タ ー 76-3253
わぁーかちぃーと 75-4919

役場庁舎の電話番号です

保健福祉センター

コミュニティプラザ

自衛隊員募集　受験願書受付中

高齢者世帯の住宅に火災警報器を設置します

The information of the living暮らしに役立つ情報がいっぱいのコーナーです。
行事の詳しい内容は主催者に問い合せください。

弁護士が相談に応じます
無料！消費者相談窓口 

　当日の申し込みも可能ですができ
るだけ事前の申し込みをしてくだ 
さい。
とき● 3月 6日（金）
　午前 10時～午後 3時
　【次回は 4月 3日（金）　申込期間
3月 20日（金）～ 27日（金）】

ところ●コミュニティプラザ 1階
　会議室（控室は第 1研修室）
申込み問合せ●産業経済課経済振興
係☎ 76-5404

相談は無料です
働くことに悩みを抱える若者の支援 
　キャリアカウンセラーの資格を
持った相談員が無料で相談に応じま
す。事前の申し込みが必要です。
とき● 3月 13日（金）
　午前 10時～午後 5時
対象● 15 歳以上 40 歳未満の自立
（就労）に悩みを抱えている若者ま
たはその保護者

ところ●役場 1階 第 1会議室
問合せ●ちば北総地域若者サポート
ステーション

　☎ 0476-24-7880

診断結果の提出はお済みですか？
特定健康診査を受診された方へ 
　国では健康に関する分析を行うた
め、健診結果の提出を求めています。
国民健康保険の加入者で平成 26 年
度に職場の健康診査を受けた方は、
健診結果の提出をお願いします。
提出期限● 3月 31日（火）
提出先問合せ●住民課国保年金係
　☎ 76-5405

身近なものを素敵に
ギャラリートキノオト 

　多古町出身・松本（旧姓：赤荻）美歩
さんの写真や絵画等の作品展です。
とき● 3月 6日（金）～ 30日（月）
　毎週金曜:午後1時30分～4時頃 
　毎週土日月曜 :午前 10時 30分～
　午後 4時頃　【入場料無料】
ところ●多古町北中 2086-8
問合せ●小島;080-5493-9843

入場は無料です
彩の会　絵手紙展 

　初個展です。気持ちを込めて作っ
た絵手紙をぜひ見に来てください。
とき●3月25日（水）～4月4日（土）
　午前 10 時～午後 5時
※最終日は午後 4時まで
ところ●元気豚工場直売所　2階
　ギャラリー（多古町南中 1698-8）
問合せ●元気豚直売所☎ 70-6830
　（時間は午前 8時～午後 5時）

ご協力をお願いします
愛の献血 

とき● 3月 4日（水）
　午前 10 時～ 11 時 45 分
　午後 1時～ 4時
ところ●役場附属棟
問合せ●保健福祉課
　健康づくり係
　☎ 76-3185

お知らせ

相談日が祝日の場合は
お問い合わせください。

●住民相談　3月23日（月）
午前9時30分〜午後3時
役場1階 第2会議室
■住民課住民係☎76-5401

●交通事故相談  3月18日（水）
午前10時〜午後3時

（受付：午後2時30分まで）
役場1階 第2会議室
■総務課交通防災係☎76-2611

●家庭教育相談（火・水・木曜日）
午後1時30分〜3時30分
コミュニティプラザ2階 相談室
■生涯学習課社会教育係☎76-7811

●心配ごと相談（毎週水曜日）
午後1時30分〜3時30分
社会福祉協議会
■社会福祉協議会☎76-5940

●健康相談（月〜金曜日）
午前9時30分〜11時
保健福祉センター内 健康相談室
■保健福祉課健康づくり係
　☎76-3185

問

問

問

問

問

問合せ●自衛隊千葉地方協力本部　成田地域事務所☎ 0476-22-6275

詳細はお問い合わせください。

■幹部候補生

■予備自衛官補

　町では、平成 22年度から高齢者の一人暮らし世帯や高齢者のみで構
成される世帯を対象に『住宅用火災警報器』を無償で設置する事業を実施
しています。
　町が設置する『住宅用火災警報器』は 1世帯当たり 1個のみで、寝室へ
の設置となります。平成 27年度も実施予定ですので、詳細については
お問い合わせください。
問合せ●保健福祉課福祉係☎ 76-3185

種目 受験資格 受付期間 試験期日

一般
大卒程度 22 歳以上 26 歳未満の者

3月 1日～ 5月 1日
5月 16 日・17 日

（17 日は飛行要員のみ）
大学院卒程度

修士課程修了者等（見込含）で
20 歳以上 28 歳未満の者

歯科・薬剤科
専門の大卒者（見込含）は 20 歳以上 30 歳未満、
薬剤科は 20 歳以上 28 歳未満の者

種目 受験資格 受付期間 試験期日 合格発表 待遇・その他

一般
18 歳以上 34 歳未満の者
（平成 27年 4月 1日現在）① 1月 8日～ 3月 24 日

② 7月 1日～ 9月 18 日
①で採用定員に達した
場合、②は実施しない
場合があります。

①4月10日～14日の 
うち指定する 1日
② 10 月 2 日～ 5日の
うち指定する 1日

①   5 月 15日
② 11月 13日

階級を指定しな
い教育訓練召集手
当：日額7900円
所定の教育機関終
了後に予備自衛官
として任用する

技能

18 歳以上で国家資格等を
有する 53 歳未満、資格に
よっては 55 歳未満の者
（平成 27年 4月 1日現在）

あなたの経験・知識・技能を生かそう！
（公社）多古町シルバー人材センター入会説明会
　多古町に在住する、健康で働く意欲のある60歳以上の方々に就業の機会
を提供し、地域を活性化しようと、町の支援により当センターは設立されま
した。季節によって繁忙の違いはありますが、機械除草・
各種農作業・剪

せん

定
てい

・障子張り・運転代行などさまざまな
分野で現在180名の会員が活躍しています。
　今までの技能や経験を積極的に生かし、あなた
も会員になりませんか？
とき●3月11日（水） 午前10時
ところ●社会福祉協議会2階 会議室
問合せ●（公社）多古町シルバー人材センター☎76-6606

　火災が発生しやすい季節を迎えます。火災発生の防止を心掛け、死傷
事故や財産の損失を防ぎましょう。
　運動初日の1日（日）午前7時には、管内一斉のサイレン吹鳴を行います。

問合せ●香取広域市町村圏事務組合消防本部予防課☎ 0478-52-1192

■付いていますか？住宅用火災警報器■

3月 1日（日）～7日（土） 春季全国火災予防運動

３つの
習慣

４つの
対策

『もういいかい　火を消すまでは　まあだだよ」

　設置していたことにより、火災に早く気付き「命を取り止めた」｢火災
発生または、拡大に至らなかった｣という事例が報告されています。
　また、設置された警報器は適切に作動するか定期的に作動確認をしま
しょう。

 ①寝タバコは、絶対にやめる
 ②ストーブは燃えやすいものから離れた位置で使用する
 ③ガスコンロなどのそばを離れるときは、必ず火を消す

 ①逃げ遅れを防ぐため、住宅用火災警報器を設置する
 ② 寝具・衣類・カーテンからの火災を防ぐため、防火製品を使用する
 ③火災を小さいうちに消すため、住宅用消火器などを設置する
 ④ お年寄りや身体の不自由な人を守るため、隣近所の協力体制を

つくる

■住宅防火　いのちを守る　7つのポイント■

無料相談いろいろ

国民年金後納保険料の納付書の「使用期限」にご注意ください！
　すでに後納制度を申し込まれた方で、平成 17年 4月以降分の後納保
険料の納付がお済みでない方は、納付書に記載されている使用期限の 
平成 27年 3月 31日までに納付をお願いします。
　なお、使用期限までに納付できなかった方が、平成 27年 4月以降に
納付を希望される場合は、新たな加算額による納付書を発行しますので
「国民年金保険料専用ダイヤル」またはお近くの年金事務所にご連絡くだ
さい。
　お問い合わせの際は、基礎年金番号がわかる年金手帳、国民年金保険
料後納申込承認通知書等をご用意ください。

問合せ●国民年金保険料専用ダイヤル　0570-011-050
　　　　佐原年金事務所☎ 0478-54-1442

平成 17年 3月以前の後納保険料は、10年を超えるため
平成 27年 4月以降は納付できません。ご注意

くらしの情報
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